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本基本計画における参照法令等については、次の略称を用いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方公営企業法（昭和 27年法律第 292号）········································· 法 

地方公営企業法施行令（昭和 27 年政令第 403 号） ······························ 令 

地方公営企業法施行規則（昭和 27年総理府令第 73号） ····················· 則 

地方公営企業資産再評価規則（昭和 27 年総理府令第 74 号） ············· 再評価則 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号） ·················································· 自治法 

地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号） ······································· 自治令 

地方財政法（昭和 23 年法律第 109 号） ················································ 地財法 

地方財政法施行令（昭和 23 年政令第 267 号） ····································· 地財令 
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1 はじめに 

1.1 基本計画の目的 

本町の公共下水道事業（以下、「下水道事業」という。）の地方公営企業法の適用（以下、

「法適用」という。）にあたり、課題や条件を整理し具体的な対応策の検討を行い、円滑に法

適用を行うことを目的として、本基本計画を策定する。 

 

1.2 基本計画の位置付け 

「公営企業会計の適用の推進について」（平成 27 年１月 27 日付け総財公第 18 号総務大臣

通知）及び「公営企業会計の適用の更なる推進について」（平成 31 年１月 25 日付け総財公第

９号総務大臣通知）により、法を適用していない事業について、法の規定の全部又は一部（財

務規定等）を適用し、公営企業会計に移行することを要請され、人口３万人未満の市区町村

の下水道事業について、遅くとも令和６年度の予算・決算について、公営企業会計に基づく

ものに移行していることが求められている。 

それゆえ、本町の下水道事業において、令和６年４月からの法適用に向けた移行事務の取

り組みに際して、本町の下水道事業が法適用する目的、経緯・法適用対象事業・法適用の範

囲・法適用時期などを取りまとめ、法適用による効果、課題の整理を行う。これらを説明す

るために、現行の官公庁会計と法適用後の公営企業会計の会計方式の相違点についても整理

する。 

また、法適用の範囲（一部適用・全部適用）を検討するために、管理者の設置、組織体制、

職員の身分等の整理を行い、本町が法適用した場合の一部適用・全部適用それぞれのメリッ

ト、デメリットを明らかにする。 

本基本計画の位置付けは以下のとおりである。 

 

 
図 1-1 本計画の位置付け 
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2 下水道事業の概要 

2.1 下水道事業の概要 

本町は、東京都の西部、都心より 50km圏内に位置し、東部はあきる野市（旧秋川市）、北

部は青梅市、南西部はあきる野市（旧五日市町）に接している。 

本町は、西に秩父多摩甲斐国立公園の表玄関口となる標高 902 メートルの日の出山がそび

え、清流を起こる多摩川・秋川を左右にその中間に位置しており、中央部を西から東にかけ

て平井川がゆるやかに流れている。 

 

本町の下水道計画は、昭和 55 年 3 月に建設大臣（現・国土交通大臣）から承認を受けた東

京都の「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画」（以下、「流総計画」という。）により「多

摩川流域下水道計画（秋川処理区）」（以下、「流域下水道計画」という。）に含まれており、流

域下水道計画は、昭和 56 年 11 月に都市計画決定され、昭和 58 年１月に事業計画の認可を

受けている。 

 

本町の下水道事業は、流域下水道計画の進捗に伴い、昭和 55 年 3 月に公共下水道基本計画

を策定し、昭和 57 年 12 月に都市計画決定を行い、昭和 59年 11 月に多摩川流域関連公共下

水道（多摩川右岸流域下水道秋川処理区）として事業認可を受け、昭和 60 年４月から事業に

着手し、平成 4 年 11月から一部供用開始しており、平成 22 年度末に人口普及率が概成1100%

に達している。なお、本町の下水道事業の事業計画において、雨水については、在来の施設

により排除可能と判断されるため、汚水対策を優先するとされ、雨水に関する事業計画の定

めはない。 

 

表 2-1 日の出町 下水道事業のあゆみ 

年月 日の出町 東京都 

昭和 55 年３月 日の出町公共下水道基本計画 策定 流総計画 承認 

昭和 56 年 11 月 － 流域下水道計画 都市計画決定 

昭和 57 年 12 月 
秋多都市計画下水道 日の出町公共下水道 

都市計画決定 
－ 

昭和 58 年１月 － 流域下水道計画 事業計画認可 

昭和 59 年 11 月 日の出町公共下水道事業 事業認可 － 

平成４年 11 月 一部供用開始 － 

平成 13 年度 
市街化が予想される市街化調整区域におけ

る整備開始 
－ 

平成 16 年２月 
事業計画面積を 700ha に変更 

(昭和 59 年以降、5 回の変更後) 
－ 

平成 23 年３月 下水道処理人口普及率 100%概成 － 

（「東京都流域下水道 50 年のあゆみ」、「日の出町公共下水道事業計画（変更）協議書（第

1 回変更） 平成 27 年度」、「日の出町町勢要覧 2015」より作成） 

                                                        

1 概成とは、99.5%以上普及している状況をいう。 
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2.2 日の出町下水道事業の現状 

 下水道事業の整備状況 

本町の下水道事業の計画図は以下のとおりである。 

 

図 2-1下水道事業計画図 

 

本町の下水道事業の排除方式は分流式で、管渠の敷設延長は令和２年度末時点で汚水管

126kmであり、ポンプ場は設けておらず、汚水処理は東京都が管理する汚水処理場（⼋王

⼦水再生センター）にて行われている。本町の下水道事業の状況は以下のとおりである。 

 

表 2-2 日の出町 下水道事業の状況の推移
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図 2-2下水道関連の人口推移 

 

現在処理区域内人口は平成 26 年度以降なだらかな減少傾向にあり、水洗便所設置済人

口と現在処理区域内人口の乖離が生じたままとなっている。 

 

 

 

図 2-3普及率・有収率・水洗化率の推移 

 

普及率は 100%概成に達しているものの、水洗化率は 97.5%程度で推移しており、有収

率は減少傾向にある。 
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 下水道事業の収支状況 

本町の下水道事業の歳入の推移は以下のとおりである。 

 

表 2-3 日の出町 下水道事業 歳入の状況

 

 

 

図 2-4下水道事業の歳入の推移 

 

本町の下水道事業の歳入は、使用料収入のおよそ 50%を大口事業所数社が占めており、

その使用料収入は各事業所の特性から年度ごとに大きく増減する特性がある。 

また、普及率は 100%概成に達し、全体計画に対する進捗状況を表す進捗率（全体計画

人口に占める現在処理区域内人口の割合）も令和２年度末時点で 117%を超えており、新

たな管渠の整備がないことから起債による収入は少なく、使用料収入と一般会計繰入金で

歳入の約 9割となっている。歳入の約４割を占める一般会計繰入金は、総務省から毎年度

通知される「繰出基準」に基づく繰入金（基準内繰入金。一般会計等が負担すべき経費）

と、「繰出基準」に基づかない繰入金（基準外繰入金）に区分されるが、本町の下水道事

業の基準外繰入金は令和元年度にゼロとなるなど低い水準に抑制されている。 

(単位：百万円) H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

下水道使用料 452 463 433 427 461 440 432 436 434 481 449

国庫支出金 0 0 0 0 1 0 2 7 6 0 12

都支出金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

繰入金 400 373 383 358 373 449 418 376 386 326 331

繰越金 30 54 39 49 9 36 30 20 15 23 37

起債 0 8 66 92 68 54 60 75 87 73 43

その他 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0

歳入合計 882 898 922 928 914 979 942 914 928 903 872

(一般会計繰入金内訳）

基準内繰入金 271 274 258 256 273 263 259 358 353 326 331

基準外繰入金 129 99 124 102 100 186 159 18 33 0 0
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本町の下水道事業の歳出の推移は以下のとおりである。 

 

表 2-4 日の出町 下水道事業 歳出の状況 

 

 
本町の下水道事業の歳出は、平成 25 年度に公債費がピークとなり、その後減少に転じ

ているものの、令和２年度決算においては歳出総額の 60.8％が公債費であり負担が大きい

状況にある。 

維持管理については、迅速かつ効率的な緊急対応と長期間の維持管理業務にかかるノウ

ハウ活用を可能にするため、平成 16 年度より公益財団法人東京都都市づくり公社に、維

持管理業務委託を行なっている。 
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図 2-5 地方債現在高の推移 

 

なお、令和２年度時点での公債費負担は大きいものの、地方債現在高は、平成 22 年度

末と比較して令和２年度末時点で約 47%程度まで減少しているが、今後ストックマネッジ

メントによる改築更新による起債とそれに伴う公債費の増加が見込まれる。 

 

 下水道事業の運営組織 

維持管理業務・使用料徴収業務の一部委託を活用することにより、組織の効率化と経費

節減を図ることが可能となり、令和２年現在では、職員３名にて運営している。 

 

表 2-5 日の出町 下水道事業 職員数の推移 

 

 

2.3 日の出町下水道事業の課題 

水洗化率が 97.5%程度で推移し、水洗便所設置済人口と現在処理区域内人口の乖離が生じ

たままとなっていることから、公共下水道への接続を推進することによる、水洗化率向上が

課題となる。 

 

令和２年度末時点で 30 年以上を経過する管路が 21%で老朽化しており、既存管路の長寿

命化と、効率的かつ予防保全的な維持管理体制への移行のため、日の出町公共下水道事業ス
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トックマネッジメント実施方針の策定と適切な実施が課題となる。 

 

さらに、公債費負担が大きくその財源の多くを一般会計繰入金で賄う現状と今後ストック

マネッジメントによる改築更新により起債が増加する見通しであることから、将来的な財政

力に見合う事業経営を安定的に継続できる体制づくりも課題となる。 

 

合わせて、当町の使用料収入の約５割を占める町内大口事業所における使用料収入の増加

も見込められないことから、上述の水洗化率の向上に加えて、使用料の見直しの検討につい

ても課題となる。 
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3 官公庁会計と公営企業会計 

3.1 地方公営企業とは 

地方公営企業とは、地方公共団体が、住民の福祉の増進を目的として設置し、経営する企

業のことをいい、一般行政事務に要する経費が租税によって賄われるのに対し、公営企業は、

提供する財貨又はサービスの対価である料金（使用料）収入によって維持されることを基本

とする。 

3.2 官公庁会計と公営企業会計の相違点 

官公庁会計は、予算統制（支出の統制）に優れており、歳入（収入）と歳出（支出）により

現金収支を明確にできるものの、資産の状況の把握や発生主義に基づく当該年度に必要な経

費（減価償却費）の認識など経営管理に必要な情報は十分とはいえない。 

 

一方、公営企業会計は、投資により建設した下水道施設を使用して下水道事業を運営し、

投資に要した費用の回収と合わせて利益をあげるという、企業活動に伴い発生する資産、負

債、資本、費用、収益の適切な把握に優れている。 

すなわち、公営企業会計で建設改良に要した費用は、供用を開始した年度に固定資産とし

て計上された後、その翌年度より耐用年数に応じて期間配分（減価償却）されることで、取

得した資産を使用した各年度において関連する収益と費用が記録されることとなる。 

 

官公庁会計と公営企業会計の主な相違点は以下のとおりである。 

 

表 3-1 官公庁会計と公営企業会計の主な相違点 

項目 官公庁会計 公営企業会計 

認識基準 

現金主義 

（現金の収入・支出という事実に基づ

いて会計処理を行う） 

発生主義（3.3.1参照） 

（現金の収支の有無に関わらず経済

活動の発生という事実に基づき、会計

処理を行う) 

期間損益計算 なし あり（減価償却、引当金）（3.3.2 参照） 

記録方式 

単式簿記 

（経済取引の記帳を現金の収入・支出

として一面的に行う記録方法） 

複式簿記（3.3.3参照） 

（経済取引の記帳を借方と貸方に分

けて二面的に行う記録方法） 

要素・科目 
歳入 

歳出 

資産 負債 資本（3.3.4参照） 

費用 収益 

重点 支出の規制 事業の効率的運営 

予算 歳入歳出予算 収益的収支・資本的収支予算 

出納整理 出納整理期間有 出納整理期間無 
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3.3 公営企業会計の特徴 

公営企業会計は、民間企業の会計基準に近い形で財務諸表等を作成する会計制度であり、

法第６条及び第３章等により、自治法並びに地財法及び地公法に対する特例として財務規定

等が定められている。その主な特徴は以下のとおりである。 

 発生主義 

発生主義とは、現金の収支の有無に関わらず経済活動の発生という事実に基づき、会計

処理を行う方法をいう。 

公営企業の経済的活動を正確に把握して的確な経営方針を樹立するとともに、住民に対

して企業活動の状況を報告するために、その損益及び資産の状態を適切に把握することを

目的として採用されている。 

 

 

図 3-1 物品購入の場合の認識時点の比較 

 

 

図 3-2 使用料収入の場合の認識時点の比較 

 

 期間損益計算 

発生主義の考え方から、現金支出があってもそれが全て支出年度の費用とはならず、支

出のうち、当該年度の収益の獲得に役立ったと考えられる部分だけが当該年度の費用とし

て求められ、翌年度以降の収益に見合う部分は資産として繰り延べられるという期間損益

計算が行われる。 

 

期間損益計算において代表的な減価償却は、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具

等、一般的に時の経過等により価値が減少する資産につき、その取得に要した金額を一定

の方法で各事業年度の費用として配分する手続であり、その概要は以下のとおりである。 

発注 検収 請求 支払

発生主義の場合

の認識時点い

現金主義の場合

の認識時点

検針 調定 通知 入金

発生主義の場合

の認識時点

現金主義の場合

の認識時点



 

11/35 

 

 

図 3-3 減価償却の概要 

 

期間損益計算のもう一つの特徴的な会計処理である引当金は、則第 22 条において、①

将来の特定の費用又は損失であって、②その発生が当該事業年度以前の事象に起因し、③

発生の可能性が高く、かつ、④その金額を合理的に見積もることができる、の４つの要件

に合致する場合に計上を求められているもので、その概要は以下のとおりである。 

 

 

図 3-4 引当金の概要 

 

地方公営企業における引当金として、退職給付引当金、修繕引当金、消費引当金、貸倒

引当金等が想定される。 

2年度1年度
支出年度

3年度 4年度

固
定
資
産

翌年度以降耐用年数期間に割り当てる
5年度

費用 減価償却

減価償却

資産

減価償却

減価償却

減価償却

減価償却

減価償却

減価償却

減価償却

減価償却

2年度1年度 支出年度3年度 4年度

引
当
金
を
取
り
崩
し
て
支
出

4要件を満たした各年度に費用計上
5年度

費用

負債

繰入

引当

繰入

引当

繰入

引当

繰入

引当

繰入

引当
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 複式簿記 

経済取引の記帳を借方と貸方に分けて二面的に行う記録方法である。 

企業活動に伴い発生する各要素（資産、負債、資本、費用、収益）の増減を随時記録す

る方法であり、複式簿記の採用により各要素のある一定時点の適切な把握が可能になる。 

 

 

図 3-5 複式簿記のイメージ 

 

 資産、負債及び資本の概念 

3.3.1 複式簿記の概念で記載した「資産、負債、及び資本」は、官公庁会計にはない概念

であり、公営企業会計においては、「資産＝負債＋資本」という算式によって資本が算出

され、「資産」と「負債及び資本」は常にバランスする（金額が一致する）。 

「資産」は、当該事業の経営の活動手段である資金の運用形態（例：土地、建物、現金

等）を示し、「負債及び資本」はその資産がどのようにして得られたかという調達源泉

（例：資本金、企業債等）を示す。 

 

 
図 3-6 資産、負債及び資本の概念のイメージ 

預金1,000万円で管渠布設

管渠という資産の増加

(借方)構築物1,000万円

預金という資産の減少

(貸方)預金1,000万円

二つの側面から記録を行う

資産

負債

（返済義務あり）

資本

（返済義務なし）

バランス

調
達
源
泉

（
財
産
が
ど
の
よ
う
な
財
源
で
つ
く
ら
れ
た
か
）

（
財
産
が
ど
の
よ
う
な
状
態
か
）

運
用
形
態
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4 本町の下水道事業が法適用する目的 

公営企業は、あくまでも地方公共団体の事務の一部である以上、地方公共団体の組織・運営、

財政及び職員に関する基本法である、自治法、地財法及び地公法の規定が原則として適用される。 

しかし、主として一般行政事務を規律することを目的として設けられているこれらの規定を、

料金等で経費をまかなう点で企業性を発揮することが求められる公営企業の事業に全面的に適

用したのでは、効率的・機動的な事業運営を行うことが期待できない面もある。 

そこで、公営企業の効率的・機動的な事業運営を行う上で障害となる自治法、地財法及び地公

法の規定の適用を排除し、そうした部分に係る特例として「地方公営企業法」が定められている。 

4.1 本町の下水道事業が法適用する経緯 

法の適用は、公営企業に一律に要求されるものではなく、法律上当然に適用される場合（当

然適用）と地方公共団体の自主的な決定により適用される場合（任意適用）の２種類がある。 

また、適用される規定の範囲について、法の規定の全部を適用する場合（全部適用）と法

の規定のうち第３章を中心とする財務・会計に関する規定（以下「財務規定等」という。）の

みを適用する場合（一部適用（財務適用））がある。 

 

 
図 4-1 法の適用範囲 

（総務省 「地方公営企業法の適用に関するマニュアル（平成３１年３月改訂版）」4 頁） 

 

公共下水道事業は、任意適用事業であるが、今後の急速な人口減少等に伴う需要の減少や

施設の老朽化に伴う更新需要の増大など、事業を取り巻く経営環境が厳しさを増してきてお

り、将来にわたり住民生活に必要なサービスを安定的に提供していくために、これまで以上

に経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図ることが必要となっている。 

そのためには、公営企業会計の適用により、自らの経営成績及び資産を含む財政状態を比

較可能な形で把握し、中長期的な経営の姿を的確に見通すことが重要となっている。 
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このような中、公共下水道事業については、総務省から、平成 27 年に人口３万人以上の団

体に対して令和２年度からの公営企業会計の適用を要請され、さらに、平成 31 年に人口３万

人未満の団体に対して令和 6 年度からの公営企業会計の適用を要請された。 

 

 

図 4-2 総務省平成 31年 1月 28日 全国都道府県・指定都市公営企業管理者会議 資料 1 p21 

 

 

図 4-3 総務省平成 31年 1月 28日 全国都道府県・指定都市公営企業管理者会議 資料 1 p22 

本町の公共下水道

事業に要請 

本町の公共下水道

事業に要請 
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4.2 法適用による効果 

法適用の意義には、「経営の見える化」がなされて経営状況（損益情報・ストック情報等）

の適格な把握等が可能となり、経営効率化と経営改革の推進と、より適切な責任説明を果た

すことができるようになることが挙げられる。 

 

 

図 4-4 総務省平成 31年 1月 28日 全国都道府県・指定都市公営企業管理者会議 資料 1 p23 

 

将来にわたり持続可能な経営基盤の確保のために必要な情報を把握することにより、以下

のような効果が期待される。 

 

表 4-1 法適用化による経営上の効果 

No. 項目 経営上の効果の概要 

1 投資規模の見直し 
老朽化施設更新後の損益状況を把握することで、施設規模の

ダウンサイジングが可能 

2 更新投資推計 
更新投資の合理的な推計を行うことが可能となり、「経営戦

略」策定の必要性を認識することができる 

3 原価算定 
汚水処理原価の適切な把握により、適正な使用料の設定や一

般会計への説明が可能 

4 整備手法見直し 
適切なコスト計算が実施可能となり、より効率的な整備手法

の選択につなげることができる 

5 セグメント分類 
セグメントごとの経営実態を把握することで、事業の負担の

あり方の検討につなげることができる 

（公営企業の経営戦略の策定支援と活用等に関する研究会 報告書（平成 27 年 3 月）資料 3 より） 
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4.3 本町の下水道事業が法適用する目的 

4.1に記載した総務省による要請への対応と、2.3に記載した、本町の下水道事業の各課題、

①水洗化率向上、②既存管路の長寿命化と、効率的かつ予防保全的な維持管理体制への移行、

③将来的な財政力に見合う事業経営を安定的に継続できる体制づくり、④使用料の見直しの

検討、への対応を目的として、本町の下水道事業を法適用する。 

 

表 4-2本町の下水道事業の課題と法適用の目的 

No. 課題 経営上の効果 法適用の目的 

1 水洗化率向上 原価算定 
住民への合理的な説明を可能にす

る 

2 
既存管路の長寿命化 

予防保全的維持管理体制 

更新投資推計 

整備手法見直し 

適切なコスト計算と更新投資の合

理的な推計により、日の出町公共

下水道事業ストックマネジメント

実施方針をより適切に実施するこ

とを可能にする。 

3 財政力に見合う事業経営 原価算定 
一般会計への合理的な説明を可能

にする 

4 使用料見直しの検討 原価算定 

汚水処理原価の適切な把握に基づ

く使用料の見直しの検討を可能に

する 
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5 地方公営企業法適用の基本方針 

法適用の概要は以下のとおりである。 

 

表 5-1 法適用の基本方針 

1 対象事業 日の出町公共下水道事業 

2 法適用時期 令和５年４月１日 

3 法適用の範囲 一部適用（財務適用） 

4 会計管理者への委任 会計事務等を会計管理者に委任 

 

5.1 対象事業 

法の趣旨等を鑑み、法適用の対象事業は、日の出町公共下水道事業のみとする。 

 

5.2 法適用時期 

法適用の時期は、固定資産整理及び評価の期間、移行事務の期間に無理が生じないこと、

及び総務省による要請による期限間際を避けることを踏まえ、令和５年４月１日とする。 

 

5.3 法適用の範囲 

 一部適用（財務適用）と全部適用 

全部適用と一部適用（財務適用）の相違点は以下のとおりである。 

 

表 5-2 全部適用と一部適用の相違点 

項目 全部適用 一部適用（財務適用） 

適用される

規定 

法の全ての規定 

（組織・財務・職員＋総則・雑則） 

財務規定等 

（財務＋総則・雑則） 

会計方式 公営企業会計 全部適用と同様 

組織体制 ・原則として管理者設置 

・管理者を置かない場合 

 = 管理者の権限を長が行う 

・管理者の権限は長が行う 

・出納その他の会計事務及び決算に 

ついて会計管理者に委任可 

職員の身分 ・企業職員 

・地方公営企業法及び地方公営企業労働関係

法の適用 

⇒労働組合法、最低賃金法、労働基準法の一

部が適用対象 

・政治的行為の制限がない 

・一般行政職員と同様 

・地方公務員法の適用 

・政治的行為の制限がある 

経営上の特

徴 

・財務規定の適用で経理内容明確 

・議会の関与や長の指揮監督は最小限で企業

自らの判断と責任で機動的経営 

・財務規定の適用で経理内容明確 

・組織的には一般行政の一部であり、責任と

権限は限られる。 
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 管理者の設置 

全部適用の場合、原則として管理者を設置するとされているが、条例の定めにより管理

者を置かないことができるとされている（法第７条）。管理者を置かない場合の管理者の

権限は長が行う（法第８条第２項）。 

 

管理者は、職員の任免、予算原案の作成、決算の調製、契約、出納その他会計事務の執

行等、地方公営企業の業務の執行に関する権限を有し、自らの判断と責任において事業運

営を行う（法第９条）が、一部の権限（予算調製・議案提出・決算審査等）は長に留保さ

れる（法第８条第１項）。 

 

一部適用（財務適用）の場合、管理者の権限は地方公共団体の長が行うが、管理者の権

限のうち、出納その他の会計事務及び決算に係るものについては、その全部又は一部を会

計管理者に委任できるとされている（法第 34 条の２）。 

 

 組織体制 

全部適用と一部適用（財務適用）の組織体制の相違点は以下のとおりである。 

 

表 5-3 全部適用と一部適用の事務執行体制の相違点 

項目 全部適用 一部適用（財務適用） 

管理者設置 管理者非設置 会計管理者委任無 会計管理者委任有 

人事給与、契約等 

（法第１５条） 
管理者 管理者としての長 首長としての長 首長としての長 

出納及び会計事務 

（法第 27・28条） 

委任⇒ 

管理者 管理者としての長 首長としての長 会計管理者 

企業出納員 企業出納員 企業出納員 出納員 

予算調製 

（法第 24 条） 
首長としての長 

(管理者が原案作成) 

首長としての長 

(管理者としての長

が原案作成) 

首長としての長 首長としての長 

決算調製 

（法第 30 条） 
管理者 管理者としての長 首長としての長 会計管理者 

 

官公庁会計における出納及び会計事務、並びに決算調製については、会計管理者が実施

しており、下水道事業における人員３名が事務を行っていないことから、事務の変更を最

小限に抑えるために、出納及び会計事務並びに決算調製について会計管理者に委任するこ

とを基本として、会計管理者と協議する。 
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 職員の身分等の整理 

全部適用においては、職員について、法により企業職員として取り扱われ、法の特例的

規定や地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和 27 年法律第 289 号）の規定が適用

されるが、他方、企業職員も地方公務員であり、法の特例的規定や地方公営企業等の労働

関係に関する法律に特別の定めのあるものを除いては、自治法や地公法といった一般法の

規定が適用される。 

 

企業職員は、独立採算の建前の下に経営される企業に従事する職員であって、一般行政

事務に従事するものではなく、その従事している業務はむしろ、民間企業における類似の

業務と共通する性格を有している。したがって、その身分取扱いについても、地公法を全

面的に適用することは適当ではなく、例えば、労働関係については民間企業の労働者と同

様に労働組合の結成、加入及び団体交渉等を認めてしかるべきであるとされている。 

また、給与についても、公営企業の管理及び運営に関する事項に当たらない限りにおい

ては、これを団体交渉の対象とすることができるため、条例で定めるのはその大枠のみと

し、細目は、管理者が定めることが適当であるとされている。 

 

 一部適用・全部適用のメリット・デメリット 

任意適用事業である公共下水道事業の法適用では、法の全ての規定を適用する全部適用

と、法の財務規定等のみを適用する一部適用（財務適用）を選択することが可能である。 

表 5-4 一部適用・全部適用の特徴 

項目 全部適用 財務適用 

事務体制 管理者設置 管理者非設置 
会計管理者に 

事務委任しない 

会計管理者に事務

委任する 

組織の独立性 非常に高い 高い やや高い 低い 

町長部局との関連性 低い やや低い やや低い 高い 

下水道部局の事務量 多くなる やや多くなる やや多くなる あまり変わらない 

法適用の準備業務 多い 多い 少ない 少ない 

現状との事務の変更点 多い やや多い やや少ない 少ない 

 

全部適用では、原則として管理者が設置され、職員の身分が一般行政とは異なる企業職

員となり、経営の独立性をより確保できるメリットがあるが、職員数が３名の本町の下水

道事業においては、一般行政組織と別の組織・企業職員とするメリットよりも、事業に比

して組織等が肥大化するデメリットの方が大きい。 

 

また、歳入に関して一般会計繰入金の割合が高く一般行政側とのコミュニケーションが

重要であり、4.3に記載した本町の下水道事業が法適用する目的に対しては、財務規定等

の適用のみで対応可能である。 
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 本町における法適用の範囲 

以上より、法適用の範囲は、一部適用（財務適用）とし、出納及び会計事務並びに決算

調製について会計管理者に委任することとする。 

5.4 法適用スケジュール 

法適用のスケジュールは以下のとおりである。 

 

図 5-1 法適用のスケジュール 

 

4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

事務内容とスケジュール把握

基本方針の検討

基本計画の策定

固定資産台帳の整備

台帳整備の準備

・資料収集等

・スケジュールの作成

・体制の検討等

・その他（仮調査など）

資料情報の整理

関係部局との調整

組織・体制の検討

職員研修

条例・規則等の制定・改正

出納取扱金融機関

勘定科目等の設定

予定開始貸借対照表の作成

新予算の編成

打切決算 準備（補正予算等）

打切決算 決算書の作成

打切決算 消費税当の申告

税務署へ届出・総務省へ報告

導入システムの検討・選定

システム導入

テスト

システム運用

⇒法適用

区分

移行事務

の準備

固定資産

台帳

の整備

移行事務

各種シス

テム導入

検討業務

R4 R5
R3R2移行事務内容
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6 固定資産調査及び評価業務 

6.1 目的と対象資産 

 固定資産調査及び評価業務の目的 

「地方公営企業においては、その財政状態を明らかにするため、すべての資産、資本及

び負債の増減及び異動を、その発生の事実に基づき、かつ、適当な区分及び配列の基準並

びに一定の評価基準に従って、整理しなければならない」（法第 20 条第 2 項）とされてい

る。法非適用企業では公営企業会計に必要となる資産情報が整理されていないため、法適

用に伴い保有する固定資産の調査と評価を実施し整理を行う必要がある。 

固定資産調査及び評価業務では現有資産を把握するために関連図書の整理等を実施し、

法適用時（令和５年４月１日）における簿価（帳簿価格）の算定、固定資産台帳の作成を

行う。また、作成した固定資産台帳を管理していくために、別途導入を予定する公営企業

会計システムで使用可能な形式でデータ化を行う。 

 

 固定資産調査及び評価業務の対象資産 

資産調査業務の対象となる資産は、法適用の前年度までに運営する下水道事業が取得し

現に保有するすべての固定資産である。なお、令和３年度までの固定資産は決算額が確定

しているため資産額の正確な把握が可能であるが、令和４年度の固定資産については決算

額が未確定のため取得予定の資産として整理を行う。 

対象資産は概ね以下のとおりである。 

（１）有形固定資産（土地、建物、構造物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具及び

備品、建設仮勘定その他の有形固定資産） 

（２）無形固定資産（地上権、施設利用権、その他の無形固定資産） 

（３）投資（その他の資産に属する資産） 
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6.2 作業項目 

 資産調査及び管理単位の整理 

固定資産の調査においては、事業運営に適した資産整理単位（１つの台帳を構成する基

準）を取決める必要がある。この資産整理単位により固定資産の管理精度、調査や管理に

かかる事務量が異なる。 

資産整理単位については、下水道事業の特性を考慮した手法として、公益社団法人日本

下水道協会における「下水道事業における公営企業会計導入の手引き」に「簡易整理手

法」「標準整理手法」「詳細整理手法」が示されており（表 6-2）、本町においてもこれに準

じた手法を採用する。 

固定資産を効率的に管理するために、資産整理単位は「標準整理手法」によるものと

し、以下の固定資産を表示単位毎に整理するものとする。なお、管路施設は管渠、人孔、

桝、取付管等で構成されているが、耐用年数が同じであるため区分は行わずに一括し管路

施設として整理する。マンホールポンプは管路施設であるが、耐用年数が管渠等と異なる

ため資産計上単位を検討する必要がある。 

 

表 6-1 固定資産の管理単位の整理 

1 土地 
①1 筆単位で 1 つの台帳を作成する。 

②数量単位は地積(㎡)とする。 

2 
構築物 

（管路施設） 

①管路施設を工事単位で区分管理する。 

②数量単位は延長(m)とする。 

3 工具器具及び備品 
①10 万円以上かつ耐用年数 1 年以上のものを管理する。 

②台帳整理単位で整理を行う。 

4 その他 

①1 筆単位で台帳を作成する。 

②数量単位は地積とし、台帳/登記/地積と現況地積が相

違する場合は、現況地積とする。 

 

今後の固定資産管理を適切に行うため管路施設にいては整理した固定資産と実態資産

（施設）を管理している下水道台帳システムデータと照合を実施する。 
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表 6-2資産整理単位別整理表 

  

項目
※参考

簡易整理手法
標準整理手法

標準整理手法

（下水道台帳等により実

体資産との突合も行う場

合）

詳細整理手法

概要

勘定科目・耐用年数区分 管路：工事毎に整理

施設：主要機器単位

雨汚水区分の明確化

管路：工事毎に整理

施設：主要機器単位

雨汚水区分の明確化

実体資産との突合

管理システムを活用し資

産整理。管理システム構

築が必要。

調査資料

決算書、決算説明書、工

事履歴、決算統計、施設

工事設計書

「簡易手法」調査資料＋

設計書、完成図書、下水

道台帳、備品台帳、土地

台帳、補助申請図書等

「簡易手法」調査資料＋

設計書、完成図書、下水

道台帳、備品台帳、土地

台帳、補助申請図書等

標準手法と同様

整理単位

勘定科目 勘定科目

＋工事+施設構成

勘定科目

＋工事+施設構成

勘定科目

＋工事

＋管種口径別延長

・設備機器単位

作業の難易度

資料は工事台帳や設計書

程度である。専門的な知

識は必要としない。

資産が多種多様となる。

有る程度の専門知識が必

要。

資産が多種多様となる。

有る程度の専門知識が必

要。

資産調査に加え管理シス

テム作成する。完成図書

などの専門知識が必要。

作業期間
短期間

（約1年）

やや長期

（1～2年）

長期

（2～3年）

長期

（2～3年）

直営の作業可否

可能

委託の場合でも安価

可能

組織体制の整備が必要

日常業務への負担が大き

可能

組織体制の整備が必要

日常業務への負担が大き

一部、委託が必要

管理システム作成部分

委託費 安価 やや高価
高価

（突合作業）

高価

（システムの導入費必

要）

資産数 少 やや多 やや多 多

減価償却費・長

期前受金戻入の

観点

実体とそぐわない

経理上の資産と実体資産

との乖離あり

実体と有る程度一致

特に問題なし

実体と有る程度一致

特に問題なし

標準整理手法と同様

異動処理

除却資産の特定が困難 比較的簡単に除却特定が

可能（工事情報から）

確実に除却特定が可能

（台帳の情報から）

確実に除却特定が可能

（台帳システムの情報か

ら）

新規登録

台帳等の新規情報構築の

運用が必要

※法適用後の登録は標準

か詳細での整理が必要

やや簡単 台帳等の新規情報構築の

運用が必要

台帳等の新規情報構築の

運用が必要

総括

調査・整理には時間とコ

ストはかからないが、法

適後の運用において、実

体資産と固定資産の乖離

が発生することが懸念さ

れる。

処理場資産は、資産の内

容が明確となる。管路

は、除却資産の特定等に

おいて苦慮することが考

えられる。

法適後に下水道台帳と突

合することでも対応は可

能

処理場、管路共に法適後

に除却した固定資産を固

定資産台帳から特定する

ことが容易となる。

登録資産と実体資産の間

で乖離が生じにくい。

処理場、管路共に法適後

に除却した固定資産を固

定資産台帳から特定する

ことが容易となる。

登録資産と実体資産の間

で乖離が生じにくい。

管路が管種口径別である

ため、アセットマネジメ

ントへの活用も考えられ

る。ただし、法適後の固

定資産台帳の管理が重要

である。

い い 
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 資産整理における作業項目の主なもの 

資産整理における作業項目の主なものは、以下のとおりである。 

 

 

図 6-1準整理手法における作業フロー 

(「下水道事業における公営企業会計導入の手引き-2015 年版-」（公益社団法人 日本下水道協会）p48より作成) 

資産評価（6.8） 

固定資産データ作成 

資産管理図作成 

調査基本方針の策定（6.3） 

資産の整理単位及び整理手法等を検討し、固定資産調査要綱を策定 

決算書の整理（6.4） 

年度別決算額節別一覧作成 

税抜き処理・財源圧縮処理 

建設支出・財源総括表作成 

資産関連資料の収集（6.5） 

工事履歴資料（工事台帳、設計図書及び完成図書） 

その他の資料（各種管理台帳、下水道台帳情報システムデータ他） 

工事関連情報の整理（6.6） 

工事価額の算定 

間接費算出方針・算出結果 

不明工事の調査 

決算書と工事一覧の突合せ 

年度別工事一覧の作成 

資産調査・整理（6.7） 

資産分類・耐用年数設定 

土地、備品、無形資産の調査 

資産評価（償却計算など） 

受贈資産、除却資産の調査及びデータ作成 

実体資産との突合 

建設工事資産（管渠、施設など） 
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6.3 調査基本方針の策定 

 固定資産調査要綱の策定 

固定資産調査業務を実施するにあたり、資産の整理単位及び整理手法等を検討し、固定資

産調査要綱を策定する。固定資産調査業務の進捗により変更した箇所については適宜修正を

行う。 

 

6.4 決算書の整理 

過年度の歳入歳出決算書を年度別に整理し、決算事項別明細書の節別に事業費を把握する。 

建設に係る支出を特定、抽出し、税抜処理を行うとともに、資産の取得に要した財源を整

理し、「建設支出総括表」として取りまとめる。 

建設収支の均衡を図るため、建設支出歳出額（税 抜額）をもとに、平成元年以降の財源に

ついて、消費税及び地方消費税の圧縮処理を行う。 

決算書整理の作業フローは以下のとおり。 

 

 

図 6-2決算書整理作業フロー 

(「下水道事業における公営企業会計導入の手引き-2015 年版-」（公益社団法人 日本下水道協会）p50) 
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6.5 資産関連資料の収集 

資産関連資料の保管状況は概ね以下のとおりである。調査過程で必要と認められる資料につ

いては追加で調査を実施し、適宜追加を行う。 

表 6-3資産関連資料 

  

6.6 工事関連情報の整理 

 年度別工事一覧の作成 

資産評価の基礎資料として、過年度に実施した工事について「年度別工事一覧」として取

りまとめるものとする。また、年度ごとに決算書との整合を確認するものとする。なお、修

正及び追加にあたっては、固定資産の整理単位を考慮し行う。 

整理する工事情報は以下のとおりとする。 

表 6-4整理する工事情報 

1 予算年度 

2 工事番号 

3 工事名称 

4 完了年月日 

5 請負願（税込額及び税抜額） 

6 排水の区分 

 

谷戸沢広域処分場関係綴
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 間接費の把握 

工事価格の算定のため、資産の取得に必要な間接的経費を整理したうえで配賦し、資産ご

とに財源の配分を行う。 

 

図 6-3 工事価額から取得価額算出のイメージ 

(「下水道事業における公営企業会計導入の手引き-2015 年版-」（公益社団法人 日本下水道協会）p28) 

 

6.7 資産調査・整理 

 下水道事業における固定資産の区分 

任意適用事業である下水道事業の資産については、「地方公営企業法の適用を受ける簡

易水道事業等の勘定科目等について」（平成 24 年 10 月 19日付け総務省自治財政局公営企

業課長通知）によって、同通知に定める勘定科目表に準じて区分することとされている。 

 

 下水道事業における固定資産の耐用年数 

実際の耐用年数ではなく、会計上の耐用年数であり、公営企業においては則別表第２号

及び第３号並びに「地方公営企業法の適用を受ける簡易水道事業等の勘定科目等について

（通知）」別紙２に記載されている年数となる。 

当該固定資産を取得後に公営企業会計に移行した場合には、移行時の残耐用年数となる

（当初取得時の耐用年数から公営企業会計移行時までの経過年数を控除した年数となる） 

表 6-5本町で使用する主な固定資産台帳の耐用年数 

種類 構造又は用途 耐用年数 規定 

構築物 下水管渠、人孔及び桝 50 簡易 

機械及び装置 

電気設備 20 則 

計測設備 10 則 

ポンプ設備 20 簡易 

車両及び運搬具 
貨物自動車（軽自動車以外） 5 則 

その他自動車（軽自動車以外） 6 則 

則：地方公営企業施行規則別表第２号、 

簡易：地方公営企業法の適用を受ける簡易水道事業等の勘定科目等について別紙２ 
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表 6-6有形固定資産の区分表の例 

 
(「下水道事業における公営企業会計導入の手引き-2015 年版-」（公益社団法人 日本下水道協会）p34) 

表 6-7無形固定資産の区分表の例 

 
(「下水道事業における公営企業会計導入の手引き-2015 年版-」（公益社団法人 日本下水道協会）p35) 
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6.8 資産評価 

 資産評価と固定資産データ作成 

分類整理された資産に ついて、取得時期、取得価額、耐用年数による減価償却計算を

もとに、企業会計開始時の令和５年４月１日時点の帳簿価額を算定する。 

年度別の「固定資産一覧表」を作成する。この際には、長期前受金として計上する財源

内訳が把握可能とできるよう留意する。 

法適用に伴い新たに導入する固定資産管理システムにコンバート可能な形式での固定資

産データを 作成する。 

 

 資産管理図作成 

整理した固定資産と実態資産（施設）を管理している下水道台帳システムデータと照合

を実施する。工事番号もしくは資産登録番号と下水道台帳システムデータの照合結果をと

りまとめ「資産管理図」を作成する。 

照合により、以下のような不整合を抽出し資産の重複、欠落等を防止する。 

（１）工事竣工図にあるが下水道台帳システムに登載されていない。 

⇒除却資産、下水道台帳システムへの搭載漏れの可能性 

（２）下水台帳システムにあるが工事竣工図資料がない。 

⇒調査漏れの資産、資料不足、不明資産の可能性 

（３）複数の工事竣工図が下水道台帳システムの同一箇所と照合 

⇒除却資産、資産の重複の可能性 

 

6.9 資産評価における個別検討事項 

 受贈資産の取り扱い 

取得時期、取得原因、取得内容等を調査の上、取得価額を推定する。推定にあたって

は、実績単価表を使用するが、実績単価表に拠りがたい場合や、類似工事のない場合は、

仮想設計により現時点での価格を求め、デフレータを用いて取得得価額を決定する。ま

た、調査結果は受贈資産一覧表としてとりまとめる。 

 

 除却資産の取り扱い 

除却資産について、設計書、工事関係資料、下水道台帳図、竣工図、受贈関係資料及び

資産整理図をもとに、除却済みと判断した施設情報を調査抽出し、除却資産一覧表として

とりまとめる。 
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 不明資産の取り扱い 

設計書、工事関係資料、下水道台帳図、竣工図及び受贈関係資料等で確認できなかった

資産については、不明資産として、資産整理単位を検討の上、施工年度、取得原因、取得

価額を推定する。 

工事関係資料により、工事請負額が個別に把握可能な場合は、把握可能な資産単位の中

で、請負額に合わせて、工事毎に不明資産の取得価額を設定する。 

推定にあたっては、実績単価表を使用するが、実績単価表に拠りがたい場合や、類似工

事のない場合は、仮想設計により現時点での価格を求め、デフレータを用いて取得時価額

を決定する。また、調査結果は不明資産一覧表としてとりまとめる。 
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7 法適用移行業務 

7.1 法適用移行業務の概要 

法適用に伴い、必要な事務手続きや作業等を円滑に進めるための移行事務には以下のよう

なものがある。 

 

表 7-1 移行事務の項目 

No. 事務の項目 

1 会計勘定科目等の設定 

2 例規等の作成等 

3 予算作成等 

4 関係部局との調整等 

5 職員研修 

6 打ち切り決算・開始貸借対照表作成 

7 収支計画策定 

 

会計勘定科目等の設定については、関係法令や本町下水道事業の事業内容と資産内容等に

基づき、法適用後に必要な勘定科目及び予算科目を検討し、設定する。 

 

予算科目及び勘定科目の設定では、一般的に、則第 2 章（第 3 条～第 7 条）及び則別表第

1 号に定める勘定科目表の区分並びに「地方公営企業法の適用を受ける簡易水道事業等の勘

定科目等について（通知）」及び「地方公営企業の会計規程（例）について」を考慮すること

となる。 

 

予算作成等については、資産調査及び評価の結果、予算書、引継現金、未収金及び未払金

等の把握に基づき、令和５年４月１日時点の予定開始貸借対照表を作成するとともに、令和

４年度の打ち切り決算準備及び令和５年度の予算調製を行う。 

 

7.2 例規等の作成等について 

例規等の作成等については、本町下水道事業に地方公営企業法を適用するために必要とな

る条例及び規則等を整理するとともに、新設・改廃案を作成し、本町で必要な新設・改廃手

順を経て例規等の新設・改廃等を行う。 

 

全部適用と一部適用（財務適用）それぞれで、必要となる条例その他規程の制定及びその

他手続の主たるものは、以下のとおりである。 



 

32/35 

表 7-2 例規等の制定・改廃その他の主たるもの 

 

 

（総務省 「地方公営企業法の適用に関するマニュアル（平成３１年３月改訂版）」46頁） 

区分 条例・規則等の名称 根拠法令等 全部適用 財務適用 備考

総則
①地方公営企業の設置及びその経営の基本に関す

る事項について定める条例の制定
法第４条 ○ ○

②管理者を置かず、又は二以上の事業を通じて管

理者一人を置く場合、その旨の条例の制定
法第７条ただし書 ○

必要がある

場合のみ

③企業管理規程の制定 法第10条 ○

・必要な分課の設置に関するもの 法第９条第１号 ○

・企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に

関するもの
法第９条第２号 ○

・企業の会計事務の処理に関するもの（会計規

程）
則第２条 ○

・入札保証金及び契約保証金の率又は額 令第21条の15 ○

④管理者の権限に属する事務を処理させるための

必要な組織に関する条例の制定
法第14条 ○

⑤任免についてあらかじめ長の同意を必要とする

企業の主要な職員を定める規則の制定
法第15条第1項ただし書 ○

必要がある

場合のみ

⑥二以上の事業を通じて一の特別会計とする場合

には、その旨の条例の制定
法第17条ただし書 ○

必要がある

場合のみ

⑦予算の調製及び議決 法第24条第２項 ○ ○

⑧企業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り

扱わせる出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関

の指定・告示

法第27条ただし書

令第22条の２第３項
○ ○

必要がある

場合のみ

⑨予算で定めなければならない重要な資産の取得

又は処分を定める条例の制定
法第33条第２項 ○ ○

必要がある

場合のみ

⑩職員の賠償責任の全部又は一部の免除のうち議

会の同意を得なければならないものを定める条例

の制定

法第34条 ○ ○
必要がある

場合のみ

⑪企業出納員及び現金取扱員の任命 第28条第２項 ○ ○

⑫企業の会計事務の処理の特例に関する規則（会

計規程に相当するもの）の制定

法第34条の２

則第２条
○

⑬入札保証金及び契約保証金の率又は額を定める

規則の制定

法第34条の２

令第21条の15
○

⑭出納その他の会計事務及び決算の事務の全部又

は一部を会計管理者に行わせる場合には、その旨

の条例の制定

法第34条の２ただし書 ○
必要がある

場合のみ

身分取扱
⑮企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の

制定
法第38条第４項 ○

⑯企業の業務に関する負担附きの寄附又は贈与の

受領、地方公共団体がその当事者である審査請求

その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あっせ

ん、調停及び仲裁並びに法律上地方公共団体の義

務に属する損害賠償の額の決定のうち議会の議決

すべきものを定める条例の制定

法第40条第２項 ○ ○
必要がある

場合のみ

⑰企業の業務状況を説明する書類に関する条例の

制定
法第40条の２第１項 ○ ○

その他
⑱企業の資産について再評価を行ったものとみな

す場合には、その旨の議会の議決
令附則第９項 ○ ○

必要がある

場合のみ

雑則

財務

組織
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7.3 関係部局との調整等 

町内関係部局等との協議が必要となる項目は以下のとおり。 

 

表 7-3 移行事務の項目 

 
(「下水道事業における公営企業会計導入の手引き-2015 年版-」（公益社団法人 日本下水道協会）p127) 

法適用事務 主な調整・検討事項 関連部局

移行後の職員給与事務フローの整理

人事関係の調整

他局別館の維持管理費（光熱水費）の対応

会計管理者への事務委任の範囲

出納事務のフロー

口座管理について

契約事務 契約検査事務、事務に対する経費について 契約部局

事務の分掌 総務部局

人事給与システムの運用 財務部局

出納取扱金融機関（指定予定）の銀行本店及び総括店に協力依頼

金融機関の関係者に対する法適用実施スケジュールの概要説明

金融機関の関係者との契約書、協定に関する打合せ

収納取扱金融機関（指定予定）の金融機関に対する説明会の開催

各金融機関から指定を受けることの内諾書を受理

指定する金融機関、契約、協定書及び担保の徴収について決裁

企業会計に対応する伝票・日報等手続き方法の確認

年度末前後の収納金の扱いについて

条例・規程の改正スケジュールの整理

条例・規程の新設・改廃（案）の作成

条例・規程（案）の決裁

移行前年度の予算編成スケジュール調整

勘定科目、予算科目の検討

一般会計繰入金について

予算書の製本等について

打ち切り決算スケジュール調整財務部局

引継ぎ金及び収納事務の移行調整

移行前一般会計繰入金事務の確認

税務署届け 税務署との調整（届けなど） 税務署

総務省報告 法適用異動報告書 都道府県庁

事務引継ぎ 会計管理者及び管理者相互間の事務引継ぎなど 首長部局

例月監査の実施内容及び時期の確認（必要書類等の調整）

公営企業共通事項及び下水道事業独自事項の説明

導入システム

庁内ＬＡＮに関する調整

ホームページ公表に関する調整

広報で組織等変更を住民等に周知する

移行前年度の起債の申請時期及び入金時期の調整

移行後の起債発行事務フローの確認（申請事務及び銀行折衝等）

移行後の一時借入金事務フローの確認（手順及び借入先等）

企業出納員、口座の印鑑や公印等を新たに製作

下水道関連施設の賠償責任保険等の申請手続き

関連機関等に組織変更に伴う名称変更の周知

監査 監査部局

情報部局システム関連

その他

条例 総務部局

財務部局

総務部局

会計部局

新予算編成

総務部局

会計部局
打ち切り決算

金融機関
金融機関

会計部局

組織
総務部局

首長部局

出納その他の

会計事務
会計部局

人事給与
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7.4 職員研修 

公営企業会計の基礎知識習得及び職員の経営意識の醸成を目的として、本町下水道事業に

携わる全職員を対象とした職員研修会を実施する。研修は、地方公営企業法及び企業会計の

仕組みと実務に関するものをテーマとする。なお、職員研修会は法適用までに３回とする。 

 

表 7-4 職員研修計画案 

 
  

回数 予定 対象者 No. タイトル 内容 目的

1
法適用の

意義

1.法適用に関する動向

2.なぜ公営企業会計への移行が必要か

3.地方公営企業を取り巻く法令等

4.法適用の進め方

法適用の推進の背景等を踏まえて、法適用が

必要な理由、地方公営企業を取り巻く法令等

を理解する。

2

公営企業

会計の概

要

1.官公庁会計と公営企業会計の相違点

2.発生主義と現金主義

3.単式簿記と複式簿記

官公庁会計との対比により、何が変わるの

か、また法適用を進める手続の背景にある公

営企業会計の考え方を理解する。

3

予算・打

切決算の

概要

1.官公庁会計と公営企業会計の予算の概要

2.歳入歳出予算と収入支出予算

3.打切決算

歳出規制を重視する官公庁会計の予算と、企

業の効率的運営を第一と考える公営企業会計

予算の主な相違点を理解する。また、打切決

算の経過措置と資金繰りに関する留意点を理

解する。

1
予算につ

いて

1.公営企業会計の概要（復習）

2.官公庁会計と公営企業会計の予算の特徴

3.官公庁会計の歳入歳出予算と公営企業会計の

　  収入支出予算

4.その他の予算様式と予算の説明書

5.財務諸表について

6.予算編成・予算執行スケジュール

・官公庁会計予算と公営企業会計予算の相違

点を理解する。

・公営企業会計の予算の説明書における財務

諸表の概要を理解する。

・官公庁会計と公営企業会計の予算・決算手

順・スケジュールの相違点と、法適用初年度

予算の個別論点を理解する。

2
決算につ

いて

1.官公庁会計の決算と公営企業会計の決算

2.移行前の決算（官公庁会計の決算）

3.移行時の決算（打切決算）

4.移行後の決算（公営企業会計の決算）

・官公庁会計の決算の概要と、公営企業会計

の決算の概要を把握し、移行前後で決算がど

のように変わるかについて理解する。

1
固定資産

管理

1.法適用後の固定資産管理について

2.固定資産管理の対象について

3.固定資産台帳の整備の考え方

4.固定資産の取得から減価償却等までの全体像

5.支弁基準について

法適用後の固定資産管理の重要性と、固定資

産管理の対象となる固定資産の特徴を踏まえ

て、固定資産管理で重要な減価償却に必要な

情報の詳細を理解する。

あわせて、固定資産台帳の概要を理解し、法

適用後の固定資産管理の流れの全体像を理解

する。

2
予算書の

解説

1.公営企業会計による予算の概要

2.予算書

3.予算に関する説明書

予算書と予算に関する説明書について、実際

の予算書を見ながら、その内容を把握する。

・各項目の趣旨や予算書と関連する説明書

・予算に関する説明書における留意事項

3

法適用後

にに向け

て

1.事務の違いと関係部局との事務分担

2.金融機関の相違

3.総務省への届出

4.税務署への届出

5.打切決算と法適用年度の補正予算

・法適用後に変更となる各種事務の概要を把

握する。

・法適用後に実施する事務の概要を把握す

る。

3
R4

1-3月
下水道部門

1
R3

2月

下水道部門

会計部門

財政部門

2
R4

7-9月
下水道部門
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7.5 収支計画策定 

収支計画の策定は、企業会計方式移行前に作成した財政計画や行財政健全化計画等、主要

な施策との整合を図るとともに、法適用に伴う収支費用の変化を考慮し策定する。 

また、将来に渡る収支状況や投資と財源のバランス、資金 収支の試算結果の分析・検証を

通じて、将来に渡って安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本である「経

営戦略」も考慮して収支計画の作成を行う。 

 

7.6 公営企業会計システム導入検討 

公営企業会計移行に伴う会計事務を円滑にするため、公営企業会計システム選定について、

システム化範囲の検討、システム機能の検討等の導入方針を策定する。 

 

（１）公営企業会計システムの実態調査 

他部署において運用されている財務会計システム及びその他の公営企業会計システムの

実態を調査し、導入に際しての課題等を整理する。 

（２）システム導入に関する条件整理 

システム化の範囲、利用台数、要求する機能並びに固定資産台帳データとの連携方法等

について、導入するシステムに関する条件整理を行う。 

（３）公営企業会計システム導入基本方針の策定 

上記を取りまとめた財務会計システム導入基本方針を策定し、発注資料案を作成し、報

告書に取りまとめる。 

 

8 法適用に向けた課題 

限られた職員数で通常の事務を行いながら、法適用の移行事務及び固定資産の調査・評価を行

うことが必要になるとともに、法適用後には、固定資産管理や発生主義・複式簿記による公営企

業会計に基づく予算・決算を行うことが必要となることから、公営企業会計に精通し、経営マイ

ンドを持った人材育成と、ノウハウの伝達が課題となる。 

 



 

 

 

 


